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ロードマップ・前回の協議等まとめ・今回の協議事項 

 

ロードマップ 

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回
8.21 10.11 2.17 4.28 5.27 7.29 8.25 H26.11H27.1

ニーズ調査の項目 ○ ●

需要量・供給量 ○
※１

○
※１

○ ●

地域子ども・子育て支援事業の今後の展開 ○
※１

○
※１

○ ●

上記以外の計画 ○ ○ ○ ●

計画全体の審議（計画の理念等） ○ ○ ○ ○ ○ ●
※２

○ ●

現認可等基準（現状確認） ●

新制度における認可基準・確認基準 ○
※３

○
※３

●

放課後児童育成事業の基準 ○
※３

○
※３

●

支給認定基準 ○
※３

○
※３

●

○ ○ ○ ●

○ ○ ○ ●

● ●

○ 審議
● 審議終了等（確定）
※１ 量の見込みについてのみ審議
※２ 素案の確定
※３ 検討中の国の案をもとに審議

(1) 子ども・子育て支援事業計画の策定の審議

平成２５年度 平成２６年度

(5) 西宮市次世代育成支援行動計画
　  （後期計画）の評価

(2) 認可基準等の審議

(3) 利用者負担の審議

(4) 教育・保育施設及び地域型保育事業の利用定員
　   の審議（事業計画に係る供給量と同時審議）

平成26年4月末に

政省令公布予定

26年度早期に国の骨格が

提示される予定

６月市会に

条例案提出

 

 

 

 

 

 

資料１ 
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第３回西宮市子ども・子育て会議 協議等まとめ 

 

 

１ （仮称）西宮市子ども・子育て支援事業計画の基本理念について 

事務局より、計画期間中である西宮市次世代育成支援行動計画（後期計画）の基本理念等を基にした

案についての説明をした上で、各委員が意見交換を行った。今後も引き続き審議することとなった。 

 

２ 教育・保育提供区域について 

事務局より、教育・保育提供区域の設定について、西宮市幼児期の教育・保育審議会で示されたブロ

ック分けに基づき、中部・南部と北部の２区域にわける案を事務局案として説明したのち、各委員が意

見交換を行い、西宮市の特徴を踏まえて教育・保育提供区域を事務局案のとおり２区域に設定し、また

事業を展開するにあたって、地域性をみるときには、中小ブロックを運用として視野に入れることを確

認した。 

 

３ 基準等検討ワーキンググループの報告について 

座長より、第１回、第２回基準等検討ワーキンググループにおける協議事項のうち、支給認定基準、

放課後児童健全育成事業の設備・運営基準、小規模保育事業の認可基準について、制度概要などを説明

するとともに、ワーキンググループにおける協議内容について報告した。合わせて、ワーキンググルー

プでは提出されていなかった資料について、座長が説明した。 

  その上で、各委員で意見交換を行い、上記各基準についてワーキンググループの協議結果を西宮市子

ども・子育て会議として承認した。 

その中で、小規模保育事業の認可基準については、保育者及び保育補助者の資格要件を事務局案のと

おりとするが、研修の充実、支援員のサポートなどにより市が責任をもって良い保育を提供すること、

という意見を付帯した。 

 

４ 評価検討ワーキンググループの報告について 

座長より、第１回、第２回評価検討ワーキンググループにおける次世代育成支援行動計画（後期計画）

の重点施策、重点事業等に関する評価などの協議内容について報告があった。特に各委員から質疑、意

見は出されなかった。 

 

５ ニーズ調査の結果速報、ワークショップの実施報告 

事務局より、ニーズ調査の結果速報および平成２６年１月２５日に開催したワークショップの実施結

果について報告があった。 

 

６ 平成２６年度のスケジュール 

事務局より、平成２６年度前半の予定の説明において、基準整備、事業計画策定のスケジュールを踏

まえた場合、４月に追加開催が必要であるとの提案があった。また、会長より１回あたりの時間を長く

する可能性がある旨の説明があり、了解された。 

以 上 
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第４回西宮市子ども・子育て会議 協議事項 

 

 

（１）第３回基準等検討ワーキンググループの報告について 

ワーキンググループにおける協議内容（家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業）

について、審議を行い、各基準の内容について検討結果をまとめる。 

 

 

（２）地域子ども・子育て支援事業について 

新制度における地域子ども・子育て支援事業（１３事業）の内容、各事業の提供区域の設定について、

事務局より説明する。 

 

 

（３）教育・保育の量の見込みについて 

国の手引きに基づく量の見込みを踏まえた市の提案について審議を行い、事業計画における教育・保

育の需要量を確認する。 

 

 

（４）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みについて 

国の手引きに基づく量の見込みを踏まえた市の提案について審議を行い、事業計画における地域子ど

も・子育て支援事業の需要量を確認する。 

 

 

 

 

 ○西宮市子ども・子育て会議運営要綱の改正について 
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議事（１）第３回基準等検討ワーキンググループの報告 

 

 報告事項  

   地域型保育事業（小規模保育事業以外）の認可基準について 

    １ 家庭的保育事業 

    ２ 居宅訪問型保育事業 

    ３ 事業所内保育事業 

 

 

１ 家庭的保育事業に関するワーキンググループの意見 

 

概要 

○給食について、経過措置後の調理業務委託を認めないこととし、基本的には５年間で自

園調理ができる体制を整えるべきとの意見に対し、事務局から調理業務委託を認めない

ことについて再度検討した上で、子ども・子育て会議への報告の際に検討結果を示した

いと回答した。 

 

○上記以外の項目については、事務局案のとおりとする意見集約がなされ、詳細な運用に

ついては要綱などで規定するべきとの意見が出された。 

事務局の 

検討結果 

調理業務委託は、受託事業者から職員の派遣を受けて、施設内の調理設備で調

理をするもので、外部搬入（いわゆる仕出し）による衛生管理面での危険性を

生じるものではない。 

こうしたことから給食の提供について、経過措置後も調理業務委託は認めるこ

ととして問題ないと考えられる。 

出された 

意見 

○職員の資格について、研修を修了しただけでなく、継続的な研修の受講を求める必要が

ある。 

○給食に関する経過措置の後、給食についての公定価格が読めないこと、搬入するにして

も衛生管理面の危険に配慮する必要があること、また３歳未満児５人分の給食を提供す

る設備整備は負担がそれほど大きいものではないことを考慮すると、平成３１年度まで

に自園調理で食事を提供できる体制を求めるほうが良い。 

○現在でも半数以上の保育ルームが自園調理をしていることから、市が設備整備の補助を

行なって自園調理を求める原則を明らかにしておくべきである。 

○０歳児については、離乳食が必要となることを踏まえると、外部搬入による衛生管理の

危険を考慮して自園調理を求めるとともに、整備費用について市が補助を検討するべき

である。 

○弁当持込みについて、保育施設と幼稚園では開所時間が異なり、調理完了から子どもが

食事をするまでに時間的な開きが生じるため衛生管理面も考慮する必要がある。 

○連携施設は、重要な役割を果たすことになるので確保が必要である。距離要件について

は、規定するほうが良いと考える。 

○連携施設を設置することは従うべき基準であるため連携施設を設置しないとすることは

できないので、連携施設の役割について詳細な内容は、実施要綱などに譲り、大枠を条

例で定めることとすべきである。 

資料２ 
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２ 居宅訪問型保育事業 

概要 

○居宅訪問型として保育を提供することに公費が投入されることとなった点を評価する

ところであるが、１対１で保育することの危険性にも配慮して、実際の運用では慎重に

行うべきである。 

 

○事務局案に一定の理解を得たが、居宅訪問型保育事業についてどのような対象が本事業

に該当するか、次回の子ども・子育て会議において詳細に説明する必要がある。 

出された 

意見 

○できる限り保育士資格を求めた上で、対象の子どもに対応できるノウハウを身につける

ことが必要である。「同等以上」の内容について、実績を考慮した上で一定の研修を義務

づけて設定する必要がある。 

○運用面では、保護者と事業者の間で契約までに十分な情報交換の機会が必要である。 

○保育に際して事故が起こった場合の市の責任について、事前に検討しておく必要がある。 

 

 

３ 事業所内保育事業 

概要 
事務局案のとおりとして問題ないと考えられるが、本事業に参入する施設に対しては、確

実に基準を満たすことを求め、市としても監査を徹底することが必要である。 

出された 

意見 

○院内保育所については、厚生労働省から支出されている補助金との関係を確認しておく

ことが必要である。 

○事業所内保育事業は、これまで託児の傾向が高かった施設が、新制度に参入すると認可

保育所の基準に高められるので、地域枠の子どもに限らず入所している子どもにとって

も明るい方向である。 
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議事（２）地域子ども・子育て支援事業 

 

１ 地域子ども・子育て支援事業の対象範囲 

 

子ども・子育て支援法 

第５９条 
国の子ども・子育て会議資料中の名称 提供区域(案) 

第１号 新規 利用者支援事業 １区域 

第２号  時間外保育事業 
２区域 

(教育・保育と同じ) 

第３号 新規 実費徴収に係る補足給付を行う事業 — 

第４号 新規 多様な主体の参入促進事業 — 

第５号  放課後児童健全育成事業 
２区域 

(教育・保育と同じ) 

第６号  子育て短期支援事業 １区域 

第７号  乳児家庭全戸訪問事業 １区域 

第８号  養育支援訪問事業等 １区域 

第９号  地域子育て支援拠点事業 
２区域 

(教育・保育と同じ) 

第１０号  一時預かり事業 
２区域 

(教育・保育と同じ) 

第１１号  病児保育事業  １区域 

第１２号  子育て援助活動支援事業 １区域 

第１３号  妊婦に対して健康診査を実施する事業 １区域 

 

提供区域の設定にあたっては、子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）（平成 26年８月６日付内閣

府子ども・子育て支援新制度準備室事務連絡より）において、以下のとおりとされている。 

（１）教育・保育提供区域は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域設定とする

ことを基本とする。 

（２）教育・保育提供区域は、認可の際に行われる需給調整の判断基準となること等から、子どもの認定区

分ごと、地域子ども・子育て支援事業の事業ごとに、実態に応じて、これらの区分又は事業ごとに設定

することができる。 

 

⇒地域子ども・子育て支援事業の提供区域については、教育・保育の提供区域を基本としつつ、それぞれの

事業の性格に応じて検討することとする。 

資料３ 
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２ 各事業の内容 

 

（１）第１号 利用者支援事業 

事業の内容 

子どもおよびその保護者の身近な場所で、認定こども園・幼稚園・保育所や地域子育て

支援事業などの情報提供および必要に応じて相談・助言などを行うとともに、関係機関

との連絡調整を実施し、子どもおよびその保護者が適切なものを選択し、円滑に利用で

きるように支援を行う事業 

業務内容 

○利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約・提供、相談、利用支援な

どを行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業などを円滑に利用でき

るように実施する。 

○教育・保育施設や地域の子育て支援事業などを提供している関係機関との連絡・調整、

連携、協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て支援の育成、地域課題の発見・

共有、地域で必要な社会資源の開発などに努める。 

○本事業の実施にあたり、リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓

発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図る。 

西宮市の現状 

平成２６年１月から市役所本庁１階に「こども支援案内窓口」を設置し、子育てコンシ

ェルジュを配置。 

（業務） 

 ○保育サービスに関する相談や案内 

 ○子育てひろばなどの子育て支援事業の利用案内、健診や予防接種、手当などの各種

子育て支援情報・制度の提供 

 ○転入世帯への子育てガイド等の冊子配布など 

提供区域  １区域 

 

 

（２）第２号 時間外保育事業 

事業の内容 開所時間を超えて保育を行う事業（延長保育事業） 

西宮市の現状 

(実績) 

○平成２５年度 延長保育利用延べ児童数 

 ・公立：７，５４７人 

 ・民間：１４，００６人 

提供区域  ２区域 
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朝日愛児館 50 7:30～18:00 18:00～19:00 幸和園保育所 210 7:00～18:00 18:00～19:00

小松朝日保育所 120 7:30～18:00 18:00～19:00 幸和園南園（分園） 30 7:30～18:00 18:00～19:00

建石保育所 90 7:30～18:00 18:00～19:00 一麦保育園 160 7:30～18:30 18:30～19:00

鳴尾保育所 120 7:30～18:00 18:00～19:00 月影保育所 60 7:30～18:00 －

芦原保育所 120 7:30～18:00 18:00～19:00 パドマ保育園 60 7:30～18:30 18:30～19:00

学文殿保育所 90 7:30～18:00 18:00～19:00 マーヤ保育園 60 7:30～18:30 18:30～19:00

用海保育所 60 7:30～18:00 18:00～19:00 船坂保育園 40 7:30～18:00 －

浜甲子園保育所 90 7:30～18:00 18:00～19:00 やまよし保育園 160 7:00～18:00 18:00～19:00

瓦木北保育所 90 7:30～18:00 18:00～19:00 名塩保育園 60 7:30～18:00 －

今津文協保育所 90 7:30～18:00 18:00～19:00 聖和乳幼児保育ｾﾝﾀｰ 120 7:30～18:30 18:30～19:00

鳴尾東保育所 80 7:30～18:00 18:00～19:00 甲子園保育所 150 7:00～18:00 18:00～19:00

むつみ保育所 90 7:30～18:00 18:00～19:00 段上保育所 120 7:00～18:00 18:00～19:00

浜脇保育所 120 7:30～18:00 18:00～19:00 ちどり保育園 60 7:30～18:30 18:30～19:00

津門保育所 90 7:30～18:00 18:00～19:00 なぎさ保育園 70 7:00～18:00 18:00～19:00

瓦木みのり保育所 130 7:30～18:00 18:00～19:00 新甲東保育園 90 7:00～18:00 18:00～19:00

甲東北保育所 90 7:30～18:00 18:00～19:00 なでしこ保育園 60 7:30～18:30 18:30～19:00

北夙川保育所 120 7:30～18:00 18:00～19:00 安井保育園 90 7:00～18:00 18:00～19:00

今津南保育所 80 7:30～18:00 18:00～19:00 安井さくら保育園（分園） 60 7:00～18:00 18:00～19:00

上之町保育所 100 7:30～18:00 18:00～19:00 夙川さくらんぼ保育園 20 7:00～18:00 18:00～19:00

鳴尾北保育所 80 7:30～18:00 18:00～19:00 西宮YMCA保育園 60 7:30～18:30 18:30～19:00

高須東保育所 120 7:30～18:00 18:00～19:00 みどり園保育所 90 7:00～18:00 18:00～19:00

大社保育所 120 7:30～18:00 18:00～19:00 ひかり保育園 90 7:00～18:00 18:00～19:00

高須西保育所 120 7:30～18:00 18:00～19:00 あんず保育園 45 7:30～18:30 18:30～19:00

東山ぽぽ保育園 46 7:30～18:30 18:30～19:00

　　　〃　　　（分園） 89 7:30～18:30 18:30～19:00

夙川宝保育園 50 7:30～18:30 18:30～19:00

ゆめっこ保育園　 50 7:00～18:00 18:00～20:00

ニコニコ桜保育園 60 7:30～18:30 18:30～19:00

ニコニコ桜夙水園 30 7:30～18:30 18:30～19:00

西宮夢保育園 60 7:00～18:00 18:00～20:00

西北夢保育園（分園） 100 7:00～18:00 18:00～19:00

つぼみの子保育園 20 7:30～18:00 －

めばえの子保育園 30 7:30～18:30 18:30～19:00

武庫川女子付属保育園 90 7:00～18:00 18:00～19:00

かえで保育園 60 7:00～18:00 18:00～19:00

善照マイトレーヤ保育園 79 7:00～18:00 18:00～19:00

西宮つとがわYMCA保育園 60 7:30～18:30 18:30～19:00

のぞみ夢保育園 60 7:00～18:00 18:00～19:00

夙川夢保育園（分園） 60 7:00～18:00 18:00～19:00

つぼみ夢保育園（分園） 30 7:00～18:00 18:00～19:00

まつぼっくり保育園 120 7:00～18:00 18:00～19:00

段上認定こども園きりん園 60 7:30～18:30 18:30～19:30

西宮セリジェ保育園 90 7:00～18:00 18:00～19:00

マザーシップ西宮北口保育園 90 7:00～18:00 18:00～19:00

日野の森保育園 90 7:15～18:15 18:15～19:15

民
間

公
立

保育所 定員保育所 開所時間
延長保育
時間

定員

市内保育所の延長保育時間（平成２６年４月１日現在）

開所時間
延長保育
時間

 
 

（３）第３号 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

事業の内容 

支給認定保護者のうち、当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を

勘案して市町村が定める基準に該当するもの（以下この号において「特定支給認定保護

者」という。）に係る支給認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、

特定地域型保育又は特例保育（以下この号において「特定教育・保育等」という。）を

受けた場合において、当該特定支給認定保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教

育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に

要する費用その他これらに類する費用として市町村が定めるものの全部又は一部を助

成する事業 

国が挙げている例 
○生活保護世帯に対する学用品、通園費など 

○市町村民税非課税世帯に対する学用品、通園費など 

 ※国の子ども・子育て会議では、公定価格の議論と併せて検討することとされている。 
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（４）第４号 多様な主体の参入促進事業 

事業の内容 
特定教育・保育施設などへの民間事業者の参入促進に関する調査研究その他多様な事業

者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業 

国の対応案 

○市町村が非常勤職員などによる支援チームを設け、新規施設などに対する実地支援、

相談・助言、小規模保育事業などの連携のあっせんなどを行う。 

○地域ニーズに即した保育などの事業拡大を進めるために、市町村の支援チームが小規

模保育施設などを巡回支援する。 

○特別な支援が必要な子どもを受け入れる場合などにおいて、子どもの安全を確保する

ために本事業を活用する。 

 

（５）第５号 放課後児童健全育成事業（留守家庭児童育成センター） 

事業の内容 
保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に、授業の終了後適切な遊び及び生活の場

を与えて健全な育成を図るための事業 

西宮市の現状 

○全小学校区で実施。 

○運営は指定管理者に委託。 

実績 ○平成２５年５月１日現在の利用児童数：２，６８８人 

提供区域  ２区域 

 

（６）第６号 子育て短期支援事業 

事業の内容 
保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難とな

った児童について、児童養護施設その他の施設に入所させ、必要な保護を行う事業 

業務内容 

○短期入所生活援助事業（ショートステイ） 

 保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由により児童の養育が困難と

なった場合に児童養護施設など保護を適切に行うことができる施設において養育・保

護を行う。 

○夜間養護等事業（トワイライトステイ） 

 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間または休日に不在となり児童の養育が

困難となった緊急の場合に児童養護施設など保護を適切に行うことができる施設に

おいて児童を預かる。 

西宮市の現状 

○保護者や家族が病気や出産などで、子どもの養育が一時的に困難となった場合、西宮

市が指定している児童福祉施設で預かる。 

 
 

施設種別 施設名 所在地 

児童養護施設 三光塾 西宮市小松西町 

児童養護施設 神戸婦人同情会子どもの家 尼崎市若王寺 

児童養護施設 善照学園 西宮市山口町船坂 

児童養護施設 神戸真生塾 神戸市中央区中山手通 

乳児院 明石乳児院 明石市大久保町大窪 

乳児院 伊丹乳児院 伊丹市北野 

乳児院 真生乳児院 神戸市中央区中山手通 

乳児院 御影乳児院 神戸市東灘区御影 

実績 
○平成２５年度年間利用人数：４３人 

○平成２５年度年間延べ日数：１５１日 

提供区域  １区域 
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（７）第７号 乳児家庭全戸訪問事業 

事業の内容 
生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養

育環境などの把握を行う事業 

西宮市の現状 

○健やか赤ちゃん訪問事業 

 ・対 象：生後2ヶ月頃の赤ちゃんのいる全ての家庭 

・訪問者：地域の民生委員・児童委員、主任児童委員が訪問 

  ※平成２２年３月からは市内全域で実施 

実績 

○平成２４年度対象家庭数 ：４，４５５件 

○平成２４年度訪問家庭数 ：３，９４４件 

○平成２４年度未訪問家庭数：５１１件（拒否・留守など） 

提供区域  １区域 

 

 

（８）第８号 養育支援訪問事業等 

事業の内容 
養育支援が特に必要な家庭を訪問して、保護者の育児、家事などの養育能力を向上させ

るためのヘルパーや保育士などの派遣を行う事業 

西宮市の現状 

○育児支援家庭訪問事業 

・目的：養育支援が特に必要な家庭に対し、養育者の育児・家事などの負担を軽減し

安定した児童の養育を行う 

・対象：家事や育児の支援が必要であるにもかかわらず、親族などの支援が得られ 

ない家庭 

・家事援助：食事の準備及び片付け、衣類の洗濯、居室等の清掃、生活必需品の買物 

・育児援助：授乳、オムツ交換、沐浴介助 

・育児支援に関する技術的援助（保育士等派遣） 

実績 
○平成２５年度ヘルパー派遣：４２件（延べ５６９回） 

○平成２５年度保育士等派遣：３４件（延べ６１回） 

提供区域  １区域 
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（９）第９号 地域子育て支援拠点事業 

事業の内容 
乳児又は幼児及びその保護者に対して相互の交流を行う場所を開設し、子育てについて

の相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業 

西宮市の現状 

ア ひろば型：週３日以上、１日５時間以上開設。 

以下の①～④の事業を実施。 

①子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

②子育て等に関する相談、援助の実施 

③地域の子育て関連情報の提供 

④子育て及び子育て支援に関する講座等の実施 

イ センター型：週５日以上、１日５時間以上開設。 

上記ひろば型①～④の事業に加え、以下⑤⑥の事業を実施。 

⑤地域支援活動 

ア）公民館、公園などの公共施設等に出向き、親子交流活動や子育てサークル

への援助活動等の地域支援活動を実施すること。 

イ）地域支援活動の中で、より重点的な支援が必要であると判断される場合は、

関係機関と連携・協力のうえ、当該家庭へ訪問するなどの支援を実施する

こと。 

⑥市の事業全体にかかる取り組み 

ア）市全体における事業の質の向上に寄与する取り組みを実施すること（例：

情報共有やニーズの把握、人材育成のための研修、プログラム開発、アセ

スメント指標の調査・研究など）。 

イ）市内の子育て支援施設の地域遍在の解消及び量的拡充に係る事業展開につ

いて、市と検討を行い、必要に応じて事業実施に係る支援を行うこと。 

ウ 実施施設 

 

子育て総合センター センター型 

児童館・児童センター（９箇所） ひろば型 

武庫川女子大学「武庫川女子大学子育てひろば」 ひろば型 

夙川学院短期大学「しゅくたん広場」 ひろば型 

関西学院大学子どもセンター「さぽさぽ」 センター型 

つぼみの子保育園「つぼみのひろば」 ひろば型 

まつぼっくり保育園「ほおずき子育てひろば」 ひろば型 
 

実績 ○平成２４年度保護者を含む延べ利用人数：１６５，５３０人 

提供区域  ２区域 
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（１０）第１０号 一時預かり事業 

事業の内容 
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、主とし

て昼間において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業 

西宮市の現状 

ア 保育所の一時預かり 

 （利用対象者）生後６ヶ月以上から就学前までの乳幼児 

 （利 用 時 間）半日、一日または時間単位 

 （実 施 園） 

 時間 

1 なぎさ保育園 8時～17時 

2 新甲東保育園 8時～18時 

3 安井保育園 9時～17時 

4 ひかり保育園 9時～17時(土曜は9時～12時) 

5 みどり園保育所 9時～18時 

6 東山ぽぽ保育園 9時～17時 

7 夙川宝保育園 9時～17時 

8 ゆめっこ保育園 9時～17時 

9 ニコニコ桜保育園 9時～17時 

10 西宮夢保育園 9時～16時 

11 西北夢保育園 9時～16時 

12 武庫川女子大学附属保育園 9時～17時 

13 のぞみ保育園 9時～16時 

14 まつぼっくり保育園 9時～17時 

15 西宮セリジェ保育園 8時～18時 

 

 

イ 幼稚園預かり保育 

 通常の教育時間(４時間)の前後や土日・長期休業期間中などに保護者の要請などに応

じて希望者を対象に行われる。 

 ※実施園については、次頁参照。 

実績 
○平成２５年度延べ利用者数：１３，８４１人 

 （４時間未満利用１，５１４人、４時間以上利用１２，３２７人） 

提供区域  ２区域 
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※私立幼稚園の預かり保育（平成２５年度） 

1仁川 ○ 8:30 9:00～14:00(11:45) 17:00 30 ○ × － × ×

2すずらん ○ × 8:45～14:00(11:45) 16:00 15 ○ × － × ×

3浜甲子園健康 ○ 8:00 8:45～14:00(11:30) 19:00 なし ○ × － × ×

4甲子園二葉 ○ 8:00 8:45～14:00(11:45) 18:00 30 ○ ○ 9:00～17:00 ○ ○

5上甲子園 ○ 7:00 9:20～14:00(12:00) 19:00 40 ○ ○ 7:00～19:00 ○ ○

6こひつじ ○ × 9:00～14:00(11:30) 17:00 20 ○ × － × ×

7甲子園学院 ○ 7:45 8:50～14:30(11:30) 18:00 30 ○ ○ 7:45～18:00 ○ ○

8甲子園口 ○ 8:00 9:00～14:00(12:00) 18:00 40 ○ ○ 9:00～18:00 ○ ○

9仁川学院マリアの園 ○ × 9:00～14:00(11:40) 17:00 なし ○ ○ 9:30～14:30 ○ ○

10みそら ○ 8:00 8:45～14:00(12:00) 18:00 なし × ○ 9:30～14:30 × ×

11神戸海星女子学院マリア ○ × 8:30～13:30(11:30) 17:30 なし ○ ○ 9:00～17:00 × ×

12甲東 ○ × 9:00～14:00(12:00) 17:00 20 ○ × － × ×

13武庫川 ○ × 9:00～14:00(11:50) 16:00 なし ○ × － × ×

14松風 ○ × 9:00～14:00(13:00) 18:00 なし ○ ○ 9:00～17:00 ○ ○

15安井 ○ 7:00 9:00～14:00(11:30) 19:00 なし ○ ○ 7:00～19:00 ○ ○

16花園 ○ × 9:00～14:00(12:00) 17:00 なし × × － × ×

17光明 ○ 8:00 8:00～14:00(12:45) 18:00 なし ○ ○ 8:00～16:50 ○ ○

18甲子園東 ○ × 8:40～14:00(11:30) 17:00 なし × ○ 9:00～14:00 × ×

19くるみ ○ × 9:00～14:30(11:30) 17:00 なし × ○ 9:00～14:30 × ×

20苦楽園口 ○ × 9:00～14:00(11:45) 16:00 なし ○ × － × ×

21香櫨園 ○ × 9:00～14:00(11:30) 17:00 なし × × － × ×

22つぼみ ○ 8:00 9:00～14:00 19:00 なし × ○ 8:00～18:00 ○ ○

23西光 ○ × 9:00～14:00 18:00 30 ○ ○ 9:00～18:00 ○ ○

24一里山 ○ × 8:30～14:00(11:30) 16:00 なし × × － × ×

25関西学院聖和 ○ × 8:30～13:30(11:50) 17:00 なし ○ ○ 8:30～17:00 × ○

26阪急 ○ 8:00 8:30～14:00(11:30) 18:00 35 ○ ○ 8:00～18:00 ○ ○

27こばと ○ × 9:00～14:00(12:00) 17:00 なし ○ × － × ×

28西宮甲武 ○ × 9:00～14:00 17:00 なし × ○ 9:00～17:00 ○ ○

29西宮公同 × － 8:30～14:00(12:00) － － － － － － －

30段上 ○ 7:00 8:30～14:00(11:30) 20:00 35 ○ ○ 7:00～20:00 ○ ○

31夙川学院短期大学付属 ○ × 9:00～14:00 18:00 なし ○ × － × ×

32甲陽 ○ × 8:45～14:00(13:00) 16:00 なし ○ × － × ×

33広田 ○ 7:30 9:00～15:00 19:00 なし × ○ 7:30～19:00 ○ ○

34和光 ○ 8:00 9:00～14:00(11:40) 17:00 なし ○ × － × ×

35松秀 ○ × 9:00～14:00(12:00) 16:30 なし ○ × － × ×

36武庫川女子大学附属 ○ × 9:00～14:00(12:00) 17:00 25 ○ ○ 9:00～17:00 × ○

37睦 ○ 7:00 9:00～14:30(11:30) 19:00 なし ○ ○ 7:00～19:00 ○ ○

38幸 ○ 7:00 9:00～14:00(13:00) 20:00 なし ○ ○ 7:00～20:00 ○ ○

39東山 ○ 7:00 9:00～14:00(11:30) 19:00 なし × ○ 7:00～19:00 ○ ○

40いるか ○ 8:00 8:30～14:00(11:30) 18:00 60 ○ ○ 8:00～18:00 ○ ○

39 18 29 24 18 20

専属教
員

春休み
の預か
り保育

冬休み
の預か
り保育

保育時間
終了時
間

夏休み
の預か
り保育

夏休みの預かり
保育時間

計

預かり
保育

定員／
１回

開始時
間
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（１１）第１１号 病児保育事業 

事業の内容 

地域の児童が発熱等の急な病気となった場合、病院・保育所等に付設された専用スペー

ス等において看護師等が一時的に保育する事業、及び保育中に体調不良となった児童を

保育所の医務室等において看護師等が緊急的な対応等を行う事業 

西宮市の現状 

ア 対象児童 

 次のいずれにもあてはまる乳幼児 

・西宮市に居住していること 

・病気等で集団生活が困難で、病児・病後児保育ルームの利用を医師から許可されて

いること（医療機関の受診が必要） 

・保護者の就労や病気、冠婚葬祭などの社会的理由で、家庭での保育が困難なこと 

 

イ 利用時間 

 ・月～金 8：00～18：00 

・土曜日 8：00～13：00（必要に応じて7日間まで継続利用可） 

・日曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）は利用不可 

 

ウ 病児保育ルーム（つぼみの子保育園病児保育ルーム） 

 ○急な病気やけがで、家庭や保育所等での集団生活が困難な子どもを一時的に預かる

事業 

 ○対象年齢：生後6か月以降から小学校3年生まで 

 ○利用定員：１日6人 

 ○利用条件等 

・入院を必要としない病気やケガであること 

※病気の急変の可能性が高い場合や、感染性の強い疾患の場合は不可 

・風邪や下痢など、子どもが日常的にかかる病気 

・水ぼうそう、風しんなどの感染症 

・ぜん息などの慢性疾患 

・骨折ややけどなどの外傷性疾患 

 

エ 病後児保育ルーム（明和病院内病児保育ルーム） 

 ○病気やけがの回復期で、家庭や保育所等での集団生活が困難な子どもを一時的に預

かる事業 

 ○対象年齢：生後57日以降から小学校3年生まで  

 ○利用定員：１日２人 

 ○利用条件等 

  ・病気やけがの回復期であること 

※発熱（38℃以上）、他の児童への感染の恐れのある場合は利用不可 

・風邪や下痢など、子どもが日常的にかかる病気 

・水ぼうそう、風しんなどの感染症・ぜん息などの慢性疾患 

・骨折ややけどなどの外傷性疾患 

※上記の範囲であり、かつ、回復期にあることが利用条件 

実績 

○平成２５年度延べ利用者数 

 ・つぼみの子保育園病児保育ルーム：６２４人 

 ・明和病院内病児保育ルーム   ：１５１人 

提供区域  １区域 
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（１２）第１２号 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

事業の内容 

地域の中で子どもを預け、預かりあい、地域ぐるみの子育て支援を目指すもので、「子

育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）」と「子育ての手助けをしたい人（提供会員）」

が会員となって、依頼・提供・両方会員のいずれかに登録し、お互いが助け合いながら、

地域の中で育児の援助活動を行なう、会員制の組織で、市が相互援助活動に関する連絡、

調整を行う事業 

西宮市の現状 

○事業の内容 

・保育所（園）、幼稚園の送り迎え 

・学校の放課後、または留守家庭児童育成センター終了後の預かり 

・保育所の休みの日の預かり 

・病児の預かり（利用には、別途登録が必要。） 

・会員の用事の時の預かりなど育児支援のための預かり（例：沐浴援助、通院付き添

い） 

 

○会員 

（依頼会員）・子どもを預けたい方 

・0歳から小学6年生までの子どもをお持ちの方 

・西宮市内在住または在勤者 

 （提供会員）・西宮市内在住で、自宅で子どもが預かれる方 

       ・子どもに関する資格または、子育て経験のある心身ともに健康な方 

       ・センターの実施する「保育サポーター養成講座」を修了された方 

 （両方会員）提供会員と依頼会員のどちらも兼ねる方 

 

○対象児童 

・健康児：０歳～小学６年生 

・病 児：生後６ヶ月～小学６年生 

実績 

○依頼会員登録数：２，８０９人（平成２６年３月３１日時点） 

○提供会員登録数：７５０人（平成２６年３月３１日時点） 

○両方会員登録数：１４８人（平成２６年３月３１日時点） 

○平成２５年度活動回数：１２，６６１回 

提供区域  １区域 

 

（１３）第１３号 妊婦に対して健康診査を実施する事業 

事業の内容 
妊婦の健康管理の充実および経済的不安の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができるよ

うに全世帯に対して妊婦健診費用の一部を助成する事業 

西宮市の現状 

○対 象 者：西宮市に住民登録のある妊婦 

○助成回数：１４回 

（１度の妊娠につき１４回の助成。双子等の多胎は１度の妊娠として扱う。） 

○対象期間：西宮市民となった日から出産日までで、西宮市に住民登録のある期間 

実績 

○平成２５年度申請者数     ：５，１９６人 

※参考：母子健康手帳交付件数 ：４，９４０人 

○平成２５年度助成金総額    ：２８７，８０５，６２７円（見込み） 

○平成２５年度受診助成券利用総数：５５，９８３枚（見込み） 

提供区域  １区域 
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議事（３）教育・保育の量の見込み 

１ 量の見込みの算出について 

○子ども・子育て支援法において、市町村は、国が示す基本指針に即して、５年を１期とする市町村子

ども・子育て支援事業計画を作成する。 

○その計画の中では、「教育・保育」、「地域の子ども・子育て支援事業」の量の見込み並びにそれに対

応する提供体制の確保の内容及び実施時期について定める。 

 

 量の見込みについては、以下の方法により算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 全国共通で「量の見込み」を算出する項目 

 下記事業については、全国共通で、市町村子ども・子育て支援事業計画で定める提供区域ごとに「量の見込

み」の算出を行うことが決められている。 

対象事業 対象児童年齢 

教育標準時間認定（認定こども園及び幼稚園） 

＜専業主婦（夫）家庭、就労時間短家庭＞ 
⇒１号認定 ３～５歳 

保育認定①（幼稚園） 

＜共働きであるが幼稚園利用のみの家庭＞ ⇒２号認定 ３～５歳 

保育認定②（認定こども園及び保育所） 

保育認定③（認定こども園及び保育所＋地域型保育） ⇒３号認定 ０歳、１・２歳 

利用者支援事業 ０～５歳、１～６年生 

時間外保育事業 ０～５歳 

放課後児童健全育成事業 １～３年生、４～６年生 

子育て短期支援事業 ０～18歳 

地域子育て支援拠点事業 ０～２歳 

一時預かり事業 

●幼稚園における在園児を対象とした預かり保育 

●その他 

 

３～５歳 

０～５歳 

病児保育事業 ０～５歳、１～６年生 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） ０～５歳、１～３年生、４～６年生 

妊婦健康診査 ※ニーズ調査によらず、量の見込み

を算出 乳児全戸訪問事業・養育支援訪問事業 

 

資料４ 

人口推計 

（コーホート要因法による） 

計画期間中の対象児童を

推計 

アンケートの活用 

 
アンケート結果を基に、 

「家庭類型」、「利用 

意向率」等を把握、推計 

「量の見込み」 

■「対象児童数」×「利用 

意向率」等により算出 

■家庭類型、年齢区分ごとに

作成 

■必要に応じて実績等を勘案 
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３ 本市における就学前児童の将来人口推計 

 計画期間中の就学前児童数の推計結果は以下のとおり。 

 就学前児童数については、平成 18年の 29,737人をピークに減少しており、子ども・子育て支援事業計

画の初年度となる平成27年では、26,359人、計画の最終年度である平成31年には23,517人の推計

となっている。 

 

＜全市＞ 各年４月１日現在                              （単位：人） 

年度 

年齢 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

０歳 4,483 3,975 3,880 3,794 3,713 3,647 

１歳 4,480 4,178 4,063 3,961 3,871 3,784 

２歳 4,553 4,451 4,187 4,067 3,963 3,875 

３歳 4,666 4,538 4,455 4,187 4,066 3,965 

４歳 4,534 4,666 4,536 4,453 4,181 4,067 

５歳 4,835 4,551 4,667 4,535 4,454 4,179 

合計 27,551 26,359 25,788 24,997 24,248 23,517 

前年差 ▲514 ▲1,192 ▲571 ▲791 ▲749 ▲731 

 

４ アンケート調査結果の活用 

 ステップ１…保護者の就労状況や就労希望を考慮した家庭類型を求める。 

 ステップ２…アンケート結果をもとに、各施設・事業の利用希望について家庭類型ごとに計算し、それぞれ

の利用意向率や利用希望日数を計算する。 

 ステップ３…算出した利用意向率や利用希望日数と就学前児童数を掛け合わせ、量の見込みを算出する。 

 

【家庭類型の仕分け作業イメージ】 

配偶者がいない → はい タイプA 

↓ いいえ   

両親がフルタイム → はい タイプB 

↓ いいえ   

フルタイムとパートの共働き → はい タイプC 

↓ いいえ   

パートの共働き → はい タイプE 

↓ いいえ   

どちらかが無職（専業主婦（夫）） → はい タイプD 

↓ いいえ   

両親が無職 → はい タイプF 

 

 ※また、母親がパートタイム就労からフルタイム就労への転身希望（タイプC ⇒ タイプB）がある場合

や、専業主婦からパートタイムやフルタイム就労への転身希望（タイプ D ⇒ タイプ Cまたは B）が

ある場合などは、潜在的な需要として捉え、家庭類型を転身後の状況としてアンケート結果に反映する。 

タイプC及びEのうち、 

○幼稚園等利用者 

もしくは、 

○幼稚園等利用希望者 

については、 

タイプ Ć ・タイプ É  

に再分類 
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【クロス集計によるタイプＢからタイプＦ】 

１．フルタイム ５．現在は、就労していない

２．フルタイム（産休・育休・介護休） ６．これまで就労したことがない

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

５．現在は、就労していない

６．これまで就労したことがない

＝ 認定こども園、保育所、地域型保育を利用もしくは利用希望（２号、３号）

＝ 認定こども園、幼稚園を利用もしくは利用希望（１号）

※ひとり親家庭は、就労の有無に関わらず、タイプAとなる

タイプF

タイプC タイプE

タイプĆ

タイプD

タイプD

タイプÉ

64時間未満

３．パートタイム
４．パートタイム（産休・育休・介護休）

タイプC

120時間以上
64時間以上～120

時間未満

タイプĆ

母親

64時間未満

３．パートタイム
４．パートタイム
（産休・育休・介護
休）

タイプB

120時間以上

64時間以上～
120時間未満

父親

 
 

 

【家庭類型と認定区分】 

父母の有無や就労状況 家庭類型 
構成比

（100％） 
認定区分 

ひとり親家庭 Ａ  4.7％ ２号、３号 

フルタイム × フルタイム Ｂ 25.3％ ２号、３号 

フルタイム × パートタイム 

（月120時間以上＋月64時間～120時間未満） 
Ｃ 11.6％ ２号、３号 

フルタイム × パートタイム 

（月64時間未満＋月64時間～120時間未満） 
 Ｃ´ 12.1％ １号 

専業主婦（夫） Ｄ 45.8％ １号 

パートタイム × パートタイム 

双方が月120時間以上または月64時間～120時間未満の一部 
Ｅ  0.1％ ２号、３号 

パートタイム × パートタイム 

いずれかが64時間未満または月64時間～120時間未満の一部 
 Ｅ´  0.1% １号 

無業 × 無業 Ｆ  0.3％ １号 

※２号認定のうち、アンケート調査結果から「幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定される」家庭は、認

定こども園、幼稚園の利用を想定 

※ＣとＥについては、幼稚園等の利用者もしくは利用希望者をＣ´、Ｅ´に再分類する。 
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【１号認定（３～５歳）】  

算出方法  

 対象年齢：３～５歳児 

 家庭類型：タイプ Ć 、D、É 、F 

 量の見込み：家庭類型別児童数（人） × 利用意向率（割合） 

 

（アンケートイメージ） 

 

 

定期的に利用し

たいと考えてい

る施設のうち、 

「幼稚園」 

もしくは、 

「認定こども園」 

を選択した人を 

対象とする。 
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【２号認定（３～５歳）のうち、幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定されるもの】 

算出方法  

 対象年齢：３～５歳児 

 家庭類型：タイプA、B、C、E 

 量の見込み：家庭類型別児童数（人） × 利用意向率（割合） 

 

（アンケートイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

現在、定期的に利用している施設として、 

「幼稚園」を選択した人を対象とする。 
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【２号認定（３～５歳）のうち、認定こども園及び保育所】  

算出方法  

 対 象 年 齢：３～５歳児 

 家 庭 類 型：タイプA、B、C、E 

 量の見込み：家庭類型別児童数（人） × 利用意向率（割合） 

 

（アンケートイメージ） 

 

 

 定期的に利用したいと考えている施設として、 

 「1．幼稚園」～「9．居宅訪問型保育」 

 を選択した割合から 

 ２号認定（幼児期の学校教育の利用希望が強い 

 と想定されるもの）の割合 

 を控除した割合を対象とする。 
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【３号認定（０～２歳）】  

算出方法  

 対 象 年 齢：０～２歳児 

 家 庭 類 型：タイプA、B、C、E 

 量の見込み：家庭類型別児童数（人） × 利用意向率（割合） 

 

（アンケートイメージ） 

 

 

 定期的に利用したいと考えている施設として、 

 「3．認可保育所」～「9．居宅訪問型保育」 

 を選択した割合を対象とする。 
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５ 量の見込み（暫定値） 

 国の手引きに基づき算出                             （単位：人） 

 
ニーズ

割合 

量の見込み H26 

本市の 

認可定員 

H31との差 
Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

幼

稚

園

利

用 

１号 56.7% 7,806 7,748 7,461 7,178 6,905 

11,667 ▲3,277 

２号 12.0% 1,657 1,647 1,597 1,543 1,485 

合計 68.7% 9,463 9,395 9,058 8,721 8,390 11,667 ▲3,277 

保

育

所

等

利

用 

３号（０歳） 40.9% 1,627 1,588 1,553 1,520 1,493 467 1,026 

３号 

（１、２歳） 
36.4% 3,137 2,996 2,916 2,846 2,782 2,237 545 

２号 28.3% 3,892 3,866 3,732 3,607 3,462 3,370 92 

合計 — 8,656 8,450 8,201 7,973 7,737 6,074 1,663 

 

※本市のH26認可定員については、保育所、家庭保育所、保育ルーム、小規模保育の定員。 

※国の手引きに基づき「量の見込み」を算出した結果、特に0歳児の量の見込みが高く反映されている。 

 しかしながら、アンケートは、当該年齢に限定した内容だけでなく、将来的な利用ニーズも含んでい

るため、0歳児の「量の見込み」については、一定の補正が必要と考えられる。 

 

 

（参考１）実績（幼稚園）                              （単位：人） 

 0歳児 満3歳児 3～５歳児 合計 

認 可 定 員（H26） — 11,667 11,667 

入所児童数（H25） — 21 9,214 9,235 

 

（参考２）実績（保育所、保育ルーム等）                       （単位：人） 

入所児童数（H26） 0歳児 1、2歳児 3～５歳児 合計 

認可保育所 459 2,207 3,443 6,109 

家庭保育所・保育ルーム・小規模 8 223 23 254 

合   計 467 2,430 3,466 6,363 
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 本市の考え方  

 ■ニーズ割合は、当該年齢に限定したニーズではなく、将来的な利用ニーズも含むため、特に０歳児のニー

ズ割合が40.9%と、平成25年度実績（10.7%）と比較して高い割合となっている。 

 ■そのため、０歳児のニーズについては、以下のとおり算出する。 

 

（算出方法） 

 ■計画最終年度（平成31年度）に向けて、潜在的な需要が一定顕在化するものと仮定する。 

 ■平成31年度の量の見込みに対して、平成27年度から平成31年度にかけて平均的に量の見込みが増加

するよう算出する。 

■０歳児の量の見込みを算出するにあたって、１・２歳児の現在の保育需要（A＝H25.4実績）と、国の

手引きに基づく量の見込み（B＝ニーズ調査結果）との比率（B／A）を算出し、その比率を０歳児の保

育需要（H25.4実績）に乗じて、０歳の量の見込みを算出する。 

 

１・２歳児  ０歳児 

A（H25実績） B（潜在ニーズ）  C（H25実績） D（見込み量） 

 

ニーズ調査結果 

（3,137人） 

   

入所児童＋不承

諾者数 

（2,452人） 

  

量の見込み  入所児童＋不承

諾（472人）  

 

 

H31の量の見込み ＝  
Ｂ（3,137人） 

 × Ｃ（472人） ＝ 603人 
Ａ（2,452人） 

 

 

 

 

 

 

                                      （単位：人） 

 
ニーズ

割合 

量の見込み H26 

本市の 

認可定員 

H31との差 
Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

幼

稚

園

利

用 

１号 56.7% 7,806 7,748 7,461 7,178 6,905 

11,667 ▲3,277 

２号 12.0% 1,657 1,647 1,597 1,543 1,485 

合計 68.7% 9,463 9,395 9,058 8,721 8,390 11,667 ▲3,277 

保

育

所

等

利

用 

３号（０歳） 40.9% 495 52２ 549 576 603 467 136 

３号 

（１、２歳） 
36.4% 2,346 2,455 2,564 2,673 2,782 2,237 545 

２号 28.3% 3,389 3,408 3,426 3,444 3,462 3,370 92 

合計 — 6,228 6,385 6,539 6,693 6,847 6,074 773 

1.279倍 1.279倍 
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議事（４）地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

１ 提供区域の設定 

事業名 本市の実施事業 提供区域（案） 

①利用者支援事業 こども支援案内窓口 １区域 

②時間外保育事業 延長保育事業 
２区域 

（教育・保育と同じ） 

③放課後児童健全育成事業 留守家庭児童育成センター 
２区域 

（教育・保育と同じ） 

④子育て短期支援事業 子育て家庭ショートステイ １区域 

⑤乳児家庭全戸訪問事業 健やか赤ちゃん訪問事業 １区域 

⑤養育支援訪問事業及び要保

護児童対策地域協議会その他

の者による要保護児童等に対

する支援に資する事業 

○要保護児童対策地域協議会 

○育児支援家庭訪問事業 
１区域 

⑥地域子育て支援拠点事業 子育てひろば 
２区域 

（教育・保育と同じ） 

⑦一時預かり事業 

○幼稚園の預かり保育 

○保育所の一時預かり 

○にしのみやしﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ 

２区域 

（教育・保育と同じ） 

⑧病児保育事業 

○病児・病後児保育 

○にしのみやしﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ 

 （病児・緊急時対応型） 

１区域 

⑨子育て援助活動支援事業 
○にしのみやしﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ 

 （就学児） 
１区域 

⑩妊婦健康診査 妊婦健康診査 １区域 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ 
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２ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

①利用者支援事業 

 算出方法  

  教育・保育施設や地域の子育て支援の事業に係る情報集約・提供、相談等を実施することから、教育・保

育施設や他の地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを勘案して、当事業の量の見込みを算出する。 

 

                                           （単位：か所） 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

－ － － － － 

 

 

■利用者支援事業の「量の見込み」については、次回以降の子ども・子育て会議にてお示しする予定です。 
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②時間外保育事業（保育所の延長保育事業） 

 算出方法  

 対象年齢：０～５歳児 

 家庭類型：タイプA、B、C、E 

 量の見込み：家庭類型別児童数（人） × 利用意向率（割合） 

 ■アンケート調査 問 10（定期的に利用したい事業）で認可保育所や保育ルームなどの保育施設を選択し

た人のうち、問 10-１（利用希望時間）で利用終了希望時間が 18時 01分以降と回答があった人を対

象に量の見込みを算出する。 

 

（家庭類型） 

＝

＝

６．これまで就労したことがない

認定こども園、保育所、地域型保育を利用もしくは利用希望（２号、３号）

認定こども園、幼稚園を利用もしくは利用希望（１号）

※タイプAは、ひとり親家庭

５．現在は、就労していない

６．これまで就労したことがない

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

５．現在は、就労していない

タイプF

タイプC タイプE

タイプĆ

タイプD

タイプD

タイプÉ

64時間未満

 ３．パートタイム４．パートタイム（産休・育休・介護休）

タイプC

120時間以上
64時間以上～
120時間未満

タイプĆ

母親

64時間未満

３．パートタイム
４．パートタイム
（産休・育休・介護
休）

タイプB

120時間以上

64時間以上
～

120時間未満

父親

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

 

 

  

 

 

利用希望終了時間を 

18時01分以降と回答 

した人を対象とする 
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 国の手引きに基づき算出                             （単位：人） 

 
Ｈ26 

（定員数） 
Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

量の見込み 2,040 2,445 2,398 2,327 2,258 2,189 

 

 

 

 本市の考え方  

 ■時間外保育は、保育との関係が強いことから、教育・保育の量の見込みの考え方と同様に、計画最終年度

（平成31年度）に向けて、潜在的な需要が一定顕在化するものと仮定する。 

 ■平成31年度の量の見込みに対して、平成27年度から平成31年度にかけて平均的に量の見込みが増加

するよう算出する。 

                                           （単位：人） 

 
Ｈ26 

（定員数） 
Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

量の見込み 2,040 2,070 2,100 2,130 2,160 2,189 

  ※定員数は、認可保育所の延長保育時の定員。 

小規模保育施設や一部の保育ルームで延長保育を実施しているが、利用人数が少数であるため、定員に

は含まず。 

 

（参考）利用実績数 

 H24 H25 

実施箇所数 62か所 65か所 

定 員 数 1,687人 1,905人 

実利用人数 1,661人 1,885人 
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③放課後児童健全育成事業（留守家庭児童育成センター） 

 算出方法  

 対 象 年 齢：５歳児 

 家 庭 類 型：タイプA、B、C、E 

 量の見込み：家庭類型別児童数（人） × 利用意向率（割合） 

 ■アンケート調査 問21（放課後の過ごさせたい場所）で「留守家庭児童育成センター（学童保育）」を選

択した人を対象に量の見込みを算出する。 

 

（家庭類型） 

＝

＝

６．これまで就労したことがない

認定こども園、保育所、地域型保育を利用もしくは利用希望（２号、３号）

認定こども園、幼稚園を利用もしくは利用希望（１号）

※タイプAは、ひとり親家庭

５．現在は、就労していない

６．これまで就労したことがない

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

５．現在は、就労していない

タイプF

タイプC タイプE

タイプĆ

タイプD

タイプD

タイプÉ

64時間未満

 ３．パートタイム４．パートタイム（産休・育休・介護休）

タイプC

120時間以上
64時間以上～
120時間未満

タイプĆ

母親

64時間未満

３．パートタイム
４．パートタイム
（産休・育休・介護
休）

タイプB

120時間以上

64時間以上
～

120時間未満

父親

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

 

 

 

 

留守家庭育成センターを

選択した人を対象とする。 
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国の手引きに基づき算出                             （単位：人） 

 
Ｈ2６ 

（定員） 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

低学年 3,040 4,252 4,178 4,142 4,050 4,022 

高学年 0 1,864 1,863 1,846 1,877 1,844 

合計 3,040 6,116 6,041 5,988 5,927 5,866 

 

 ■放課後児童健全育成事業（留守家庭児童育成センター）については、国の手引きに基づき「量の見込み」 

を算出した結果、現在の定員数と比較して高い割合となっています。 

  現在、就学児を対象としたアンケート調査の結果に基づく量の見込みを算出中であるため、その結果を踏

まえ、本市の考え方については、次回以降の子ども・子育て会議でお示しする予定です。 
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④子育て短期支援事業（子育て家庭ショートステイ） 

 算出方法  

 対 象 年 齢：０～５歳児 

 家 庭 類 型：全ての家庭類型 

 量の見込み：家庭類型別児童数（人） × 利用意向 

 ■アンケート調査 問 20（子どもを泊りがけで家族以外にみてもらうことがあった）で、対処方法を「子

育て家庭ショートステイを利用した」もしくは「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」を選択した人を

対象に量の見込みを算出する。 

 

（家庭類型） 

＝

＝

６．これまで就労したことがない

認定こども園、保育所、地域型保育を利用もしくは利用希望（２号、３号）

認定こども園、幼稚園を利用もしくは利用希望（１号）

※タイプAは、ひとり親家庭

５．現在は、就労していない

６．これまで就労したことがない

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

５．現在は、就労していない

タイプF

タイプC タイプE

タイプĆ

タイプD

タイプD

タイプÉ

64時間未満

 ３．パートタイム４．パートタイム（産休・育休・介護休）

タイプC

120時間以上
64時間以上～
120時間未満

タイプĆ

母親

64時間未満

３．パートタイム
４．パートタイム
（産休・育休・介護
休）

タイプB

120時間以上

64時間以上
～

120時間未満

父親

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

 
 

 

 

「ショートステイ」 

もしくは、 

「子どもだけで 

留守番をさせた」 

に回答した人を対

象とする。 
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 国の手引きに基づき算出                         （年間の延べ利用日数） 

実績（Ｈ25） 

※年間延べ利用日数 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

151 21 21 21 21 21 

 

 本市の考え方  

■本設問に該当する回答数が１件であったことから、量の見込みとして活用することは困難であると考え、

実績を基に今後の量の見込みを算出する。 

■家庭児童相談から利用につながるケースが多いことなどから、相談件数の過去の実績（参考２）を基に増

減率平均を算出し、ショートステイの利用実績を乗じて、量の見込みとして考える。 

 

                                      （年間の延べ利用日数） 

実績（Ｈ25） 

※延べ利用者数 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

151人 157人 160人 163人 166人 170人 

 

 

 

（参考１）ショートステイの延べ利用者数                    （年間の延べ利用日数） 

 H21 H22 H23 H24 H25 

年間延べ利用日数 152人 145人 211人 142人 151人 

 

 

（参考２）家庭児童相談の相談件数                       （年間の延べ相談回数） 

 H22 H23 H24 H25 

年間延べ相談回数 1,440件 1,490件 1,444件 1,527件 
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⑤乳児家庭全戸訪問事業（健やか赤ちゃん訪問事業）、養育支援（育児支援家庭）訪問事業 

 算出方法  

○出生数等を勘案して計画期間内における適切と考えられる目標事業量を設定 

 ○要支援児童及び特定妊婦の数等を勘案して計画期間内における適切と考えられる目標事業量を設定 

 

本市の考え方  

 ■健やか赤ちゃん訪問事業は、生後２か月ごろの乳児がいる全ての家庭を対象に事業を行っていることから、 

量の見込みについては、  出生数（推計） × 面談率  とする。 

 ■出生数は、過去の出生数（参考１）を基に増減率平均（－1.86％）を算出し、平成 27年以降の出生数

を推計する。（参考２）。 

 ■面談率については、平成30年度には100％になるように設定する。 

 ■養育支援家庭訪問事業は、必要に応じて実施しており、過去の実績（参考４）がおおよそ横ばいであるこ

とから、過去５か年の最大値を量の見込みとして設定する。 

                                          （単位：世帯） 

 
H24 

（実績） 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

健やか赤ちゃん訪問事業 4,455 3,992 3,993 3,996 3,997 3,923 

育児支援家庭訪問事業 49 54 54 54 54 54 

合   計 4,504 4,046 4,047 4,050 4,051 3,977 

 

 

（参考１）過去の出生数                                 （単位：人） 

 H20 H21 H22 H23 H24 

出生数 4,827 4,652 4,653 4,498 4,475 

 

 

（参考２）出生数（推計）                                （単位：人） 

 H27 H28 H29 H30 H31 

出生数（推計） 4,229 4,150 4,073 3,997 3,923 

 

（参考３）健やか赤ちゃん訪問事業の実績（※平成19年からモデル実施し、平成22年３月から全市展開） 

 H22 H23 H24 

対象件数① 4,646世帯 4,527世帯 4,455世帯 

訪問件数② 4,118世帯 3,976世帯 3,944世帯 

面談率（②／①） 88％ 88％ 89％ 
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（参考４）育児支援家庭訪問事業の実績 

 H21 H22 H23 H24 H25 

利用世帯数 54世帯 42世帯 52世帯 49世帯 4２世帯 

利用回数 延べ747回 延べ503回 延べ600回 延べ628回 延べ569回 
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⑥地域子育て支援拠点事業（子育てひろば） 

 算出方法  

 対 象 年 齢：０～２歳児 

 家 庭 類 型：全ての家庭類型 

 量の見込み：家庭類型別児童数（人） × 利用意向 

 ■アンケート調査 問12（子育てひろばの利用状況及び利用意向）等で、「現在、利用している」を選択し

た人もしくは、「今度利用したい」を選択した人を対象に量の見込みを算出する。 

 

（家庭類型） 

＝

＝

６．これまで就労したことがない

認定こども園、保育所、地域型保育を利用もしくは利用希望（２号、３号）

認定こども園、幼稚園を利用もしくは利用希望（１号）

※タイプAは、ひとり親家庭

５．現在は、就労していない

６．これまで就労したことがない

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

５．現在は、就労していない

タイプF

タイプC タイプE

タイプĆ

タイプD

タイプD

タイプÉ

64時間未満

 ３．パートタイム４．パートタイム（産休・育休・介護休）

タイプC

120時間以上
64時間以上～
120時間未満

タイプĆ

母親

64時間未満

３．パートタイム
４．パートタイム
（産休・育休・介護
休）

タイプB

120時間以上

64時間以上
～

120時間未満

父親

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

 

 

 

 

「子育てひろばを利用して 

いる」もしくは、 

「今後利用したい」と回答 

した人の割合と利用頻度を 

対象とする。 
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 国の手引きに基づき算出                      （１月あたりの延べ利用人数） 

Ｈ25 

（ひと月あたりの 

延べ受入可能人数） 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

12,920人 40,036人 38,832人 37,876人 36,997人 36,218人 

 

本市の考え方  

■国の手引きに基づく量の見込みについては、実績（月平均延べ利用者数：7,415人日）と比較して、高

い割合となっており、また０歳から２歳の全ての家庭類型を対象としているが、家庭類型 A、B、C、E

については、３号認定を受け、保育所や認定こども園などにより、平日の定期的な教育・保育事業を利用

することが想定される。 

■このことから、地域子育て支援拠点事業の量の見込みについては、以下のとおり算出する。 

 

（算出方法） 

 ■計画最終年度（平成31年度）に向けて、潜在的な需要が一定顕在化するものと仮定する。 

 ■平成31年度の量の見込みに対して、平成27年度から平成31年度にかけて平均的に量の見込みが増加

するよう算出する。 

■保育所や認定こども園などにより、平日の定期的な教育・保育事業を利用することが想定される３号認定

を受ける世帯（家庭類型A、B、C、E世帯）を除いて量の見込みを算出する。 

                          （１月あたりの延べ利用人数） 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

18,987人 18,282人 17,819人 17,399人 17,023人 

 

 

 

 

Ｈ26 

（ひと月あたりの 

延べ受入可能人数） 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

12,920人 13,741人 14,562人 15,383人 16,203人 17,023人 

 

 

（参考１）子育てひろばの利用実績                     

 H20 H21 H22 H23 H24 

実施箇所数 ３か所 ９か所 13か所 14か所 14か所 

ひと月あたりの 

延べ受入可能人数 
3,400人 8,600人 11,880人 12,120人 12,120人 

月平均延べ利用人数 2,874 3,260 5,223人 6,297人 7,415人 

 

（参考２） 

○子育て地域サロンの平成24年度実績・・・ 12,995人 

○移動児童館   の平成24年度実績・・・   3,511人 
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⑦－１ 一時預かり事業（幼稚園の預かり保育） 

 算出方法  

 対 象 年 齢：３～５歳児 

 家 庭 類 型：１号認定となる家庭類型（Ć 、D、É 、F）・２号認定となる家庭類型（A、B、C、E） 

 量の見込み：家庭類型別児童数（人） × 利用意向 

 ■アンケート調査で幼稚園、認定こども園を利用しているもしくは、利用したいと選択した人を対象に、一

時預かりの利用希望割合などより量の見込みを算出する。 

 

【１号認定による利用（家庭類型）】 

＝

＝

６．これまで就労したことがない

認定こども園、保育所、地域型保育を利用もしくは利用希望（２号、３号）

認定こども園、幼稚園を利用もしくは利用希望（１号）

※タイプAは、ひとり親家庭

５．現在は、就労していない

６．これまで就労したことがない

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

５．現在は、就労していない

タイプF

タイプC タイプE

タイプĆ

タイプD

タイプD

タイプÉ

64時間未満

 ３．パートタイム４．パートタイム（産休・育休・介護休）

タイプC

120時間以上
64時間以上～
120時間未満

タイプĆ

母親

64時間未満

３．パートタイム
４．パートタイム
（産休・育休・介護
休）

タイプB

120時間以上

64時間以上
～

120時間未満

父親

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

 

 

１号認定のうち、 

認可保育所の一時預かり、 

幼稚園の預かり保育を 

選択した人を対象する。 
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【２号認定による利用（家庭類型）】 

＝

＝

６．これまで就労したことがない

認定こども園、保育所、地域型保育を利用もしくは利用希望（２号、３号）

認定こども園、幼稚園を利用もしくは利用希望（１号）

※タイプAは、ひとり親家庭

５．現在は、就労していない

６．これまで就労したことがない

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

５．現在は、就労していない

タイプF

タイプC タイプE

タイプĆ

タイプD

タイプD

タイプÉ

64時間未満

 ３．パートタイム４．パートタイム（産休・育休・介護休）

タイプC

120時間以上
64時間以上～
120時間未満

タイプĆ

母親

64時間未満

３．パートタイム
４．パートタイム
（産休・育休・介護
休）

タイプB

120時間以上

64時間以上
～

120時間未満

父親

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

 
 ２号認定のうち、幼児期の学校教育の利用希望が強いと想定されるものは、幼稚園における在園児を対象と

した預かり保育を利用することとなる。 

よって、国の手引きでは、対象者全員が利用するものと考えて量の見込みを算出することとなる。 

 

国の手引きに基づき算出                         （年間の延べ利用者数） 

 
H25実績 

（※） 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

１号認定 

190,384人 

1,018人 1,012人 977人 943人 907人 

２号認定 400,908人 398,666人 385,006人 371,434人 357,191人 

合 計 190,384人 401,926人 399,678人 385,983人 372,377人 358,098人 

  

 ※H25年実績については、兵庫県私学教育課の集計データ（６月、10月の平日、６月、10月の休業日、

７、８、９月（夏休み））より年間延べ利用者数を推計 

 

（参考）年間延べ利用者数（推計）                     （年間の延べ利用者数） 

 H23 H24 H25 

年間延べ利用者数（平日） 

※6月、10月の実績を基に推計 
152,555人 167,036人 176,954人 

年間延べ利用者数（休業日） 

※6月、10月の実績を基に推計 
698人 1,404人 716人 

夏休み（７月～９月） 

※利用実績 
10,178人 12,267人 12,714人 

合  計 163,431人 180,707人 190,384人 
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⑦－２ 一時預かり事業（保育所の一時預かり、にしのみやﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ） 

 算出方法  

 対 象 年 齢：０～２歳児 

 家 庭 類 型：全ての家庭類型 

 量の見込み：家庭類型別児童数（人） × 利用意向 

 ■アンケート調査 問 18、19（一時預かり等の利用）で認可保育所の一時預かり等を利用したいと選択

した人の利用希望日数を対象に量の見込みを算出する。 

 

（家庭類型） 

＝

＝

６．これまで就労したことがない

認定こども園、保育所、地域型保育を利用もしくは利用希望（２号、３号）

認定こども園、幼稚園を利用もしくは利用希望（１号）

※タイプAは、ひとり親家庭

５．現在は、就労していない

６．これまで就労したことがない

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

５．現在は、就労していない

タイプF

タイプC タイプE

タイプĆ

タイプD

タイプD

タイプÉ

64時間未満

 ３．パートタイム４．パートタイム（産休・育休・介護休）

タイプC

120時間以上
64時間以上～
120時間未満

タイプĆ

母親

64時間未満

３．パートタイム
４．パートタイム
（産休・育休・介護
休）

タイプB

120時間以上

64時間以上
～

120時間未満

父親

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

 

 

認可保育所の一時預かり、 

認可外保育施設の一時預かり、 

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰを選択した人

を対象とする。 
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 国の手引きに基づき算出                         （年間の延べ利用者数） 

定員数（一時） 

実績見込み（ﾌｧﾐｻﾎﾟ） 
H26 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

保育所の一時預かり 33,240人 

128,439 

人 

123,618 

人 

120,448

人 

117,576

人 

115,001 

人 
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ 7,325人 

合 計 40,565人 

本市の考え方  

■国の手引きに基づく量の見込みでは、１年間の利用日数（実績）と、今後利用する際の利用希望日数を含

めて算出していることから、利用希望が大きく反映される傾向があると考えられ、また平成25年度実績

（参考１）と比較しても著しく高い割合となっている。 

そのため、一時預かり事業の量の見込みについては、以下のとおり算出する。 

 

（算出方法） 

 ■計画最終年度（平成31年度）に向けて、潜在的な需要が一定顕在化するものと仮定する。 

 ■平成31年度の量の見込みに対して、平成27年度から平成31年度にかけて平均的に量の見込みが増加

するよう算出する。 

 ■問18で「認可保育所の一時預かりを利用した」と回答した人の１年間の利用日数（実績）の平均を上限

として利用意向率を算出する。 

量の見込み （年間延べ利用人数） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

47,928人 46,095人 44,891人 43,799人 42,821人 

 

 

 

                                      （年間の延べ利用者数） 

定員数（一時） 

実績見込み（ﾌｧﾐｻﾎﾟ） 
H26 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

保育所の一時預かり 33,240人 

41,017

人 

41,468

人 

41,919

人 

42,370

人 

42,821

人 ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ 7,325人 

合 計 40,565人 

 

（参考１）一時預かりの利用実績  ※平成26年度は、19か所（定員127名）で実施 

 H21 H22 H23 H24 H25 

箇所数・定員 
10か所・ 

73名 

11か所・ 

82名 

11か所・ 

82名 

12か所・ 

85名 

14か所・ 

93名 

年間延べ利用人数 10,119人 11,001人 10,655人 11,571人 13,841人 

     

（参考２）にしのみやファミリー・サポート・センターの利用実績 

 H21 H22 H23 H24 H25 

年間延べ利用人数 3,388人 4,168人 5,741人 6,380人 7,325人 
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⑧病児保育事業（病児・病後児保育事業、にしのみやﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ（病児・緊急対応）） 

 算出方法  

 対 象 年 齢：０～５歳児 

 家 庭 類 型：家庭類型A、B、C、E 

 量の見込み：家庭類型別児童数（人） × 利用意向 

 ■アンケート調査 問17（子どもが病気の際の対応）で、対処方法を「病児・病後児保育を利用した」、「ﾌ

ｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰを利用した」もしくは「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」を選択した人を対象

に量の見込みを算出する。 

 

（家庭類型） 

＝

＝

６．これまで就労したことがない

認定こども園、保育所、地域型保育を利用もしくは利用希望（２号、３号）

認定こども園、幼稚園を利用もしくは利用希望（１号）

※タイプAは、ひとり親家庭

５．現在は、就労していない

６．これまで就労したことがない

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

５．現在は、就労していない

タイプF

タイプC タイプE

タイプĆ

タイプD

タイプD

タイプÉ

64時間未満

 ３．パートタイム４．パートタイム（産休・育休・介護休）

タイプC

120時間以上
64時間以上～
120時間未満

タイプĆ

母親

64時間未満

３．パートタイム
４．パートタイム
（産休・育休・介護
休）

タイプB

120時間以上

64時間以上
～

120時間未満

父親

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

 

 

 

子どもが病気等のときに、 

「病児・病後児保育を利用した」、 

「ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰを利用した」、 

「仕方なく子どもだけ留守番」を選択 

した人と、 

母親もしくは父親が休んだが、「病児・ 

病後児保育を利用したい」と選択した人

を対象に算出する。 
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 国の手引きに基づき算出                         （年間の延べ利用者数） 

 
H25実績 

（見込み） 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

病児・病後児保育 775人 

5,552人 5,435人 5,270人 5,090人 4,933人 
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ 

（病児・緊急対応型） 
26人 

合 計 801人 

本市の考え方  

 ■病児・病後児保育事業の稼働率が低い（平成25年実績で32.9％）ことや、ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業（病

児・緊急対応型）のうち、病児の利用実績が低い（平成25年実績で26件）ことから、本市の利用実績

を基に、今後の量の見込みを算出することとする。 

 ■病児・病後児については、過去の実績（参考１）を基に増加率を算出し、量の見込みとする。 

 ■ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ（病児・緊急対応型）については、過去の実績（参考２）がおおよそ横ばいであるこ

とから、過去３か年の最大値を量の見込みとする。 

                                      （年間の延べ利用者数） 

 
H25実績 

（見込み） 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

病児・病後児保育 775人 871人 924人 980人 1,039人 1,102人 

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ 

（病児・緊急対応型） 
26人 28人 28人 28人 28人 28人 

合 計 801人 899人 952人 1,008人 1,067人 1,130人 

 

 

（参考１）病児・病後児保育の利用実績（※病児保育は、平成23年４月から開始） 

 H23 H24 H25 

年間延べ利用者数 689人日 728人日 775人日 

定員に対する稼働率 29.１％ 30.9％ 32.9% 

 

（参考２）にしのみやファミリー・サポート・センター（病児・緊急対応型）の利用実績 

 H23 H24 H25 

緊 急 2,354件 3,029件 3,265件 

病 児 28件 26件 26件 
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⑨子育て援助活動支援事業（にしのみやﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ（就学児）） 

 算出方法  

 対 象 年 齢：５歳児 

 家 庭 類 型：全ての家庭類型 

 量の見込み：家庭類型別児童数（人） × 利用意向 

 ■アンケート調査 問 21（放課後の過ごさせたい場所）で「ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ」を選択した人を対象に

量の見込みを算出する。 

 

（家庭類型） 

＝

＝

６．これまで就労したことがない

認定こども園、保育所、地域型保育を利用もしくは利用希望（２号、３号）

認定こども園、幼稚園を利用もしくは利用希望（１号）

※タイプAは、ひとり親家庭

５．現在は、就労していない

６．これまで就労したことがない

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

５．現在は、就労していない

タイプF

タイプC タイプE

タイプĆ

タイプD

タイプD

タイプÉ

64時間未満

 ３．パートタイム４．パートタイム（産休・育休・介護休）

タイプC

120時間以上
64時間以上～
120時間未満

タイプĆ

母親

64時間未満

３．パートタイム
４．パートタイム
（産休・育休・介護
休）

タイプB

120時間以上

64時間以上
～

120時間未満

父親

１．フルタイム

２．フルタイム（産休・育休・介護休）

 

 

 

 

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰを選択

した人を対象とする。 
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 国の手引きに基づき算出                         （年間の延べ利用者数） 

実績（Ｈ25） 

※延べ利用者数 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

2,045人 — — — — — 

 

 本市の考え方  

■本設問に該当する回答数が１件であったが、希望日数が無記入であることから、量の見込みを算出するこ

とが困難であるため、実績を基に今後の量の見込みを算出することとする。 

■児童数の減少率は考慮せず、過去の実績（参考）を基に増減率平均（0.2％）を乗じて量の見込みを設定

する。 

 

                                      （年間の延べ利用者数） 

実績（Ｈ25） 

※延べ利用者数 

量の見込み 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

2,045人 2,049人 2,049人 2,049人 2,049人 2,049人 

 

（参考）にしのみやﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ（就学児）                （年間延べ利用者数） 

 H22 H23 H24 H25 

延べ利用者数 2,296 2,074 2,895人 2,045人 
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⑩妊婦に対して健康診査を実施する事業（妊婦健康診査） 

 算出方法  

○妊娠の届出件数等を勘案して計画期間内における適切と考えられる目標事業量を設定 

 

本市の考え方  

 ■量の見込みは、年間申請者数 × 健診回数 とする。 

 ■年間申請者数は、平成 25年実績の 5,196人を基準値とし、0歳児の人口推移に従って、１年につき

2.3%ずつ減少していくものとする。 

 ■健診回数は、平成21年～25年の一人あたりの平均健診回数である11回とする。 

                                          

 
H25実績 

見込み 
Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 

年間申請者（人） 5,196 5,076 4,959 4,845 4,734 4,625 

量の見込み（回） 55,983 55,836 54,549 53,295 52,074 50,875 

 

 

（参考）妊婦健康診査実績 

 H21 H22 H23 H24 H25 

年間申請者数 5,539 5,280人 5,286人 5,035人 5,196人 

 


